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立川市景観計画の 
一部改定（案）について 

資料2-1 



１ はじめに 
 ○ 経過   

  ◆平成24年10月 立川市景観計画運用開始 

 

  ◆平成27年10月 景観計画一部改定 

（開発行為の届出対象規模、屋根色の色彩基準見直しについて） 
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○ 改定の主旨   

◆戸建等の小規模な建築物に対して、景観形成基準が有効に誘導でき
るエリアについての見直しを行い、届出対象エリアを精査・縮小する
ことで行政及び事業者における届出業務の効率化を図る。 
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○ 一部改定の内容 
 
【変更点１】 
一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の
規模の見直し 
 
【変更点２】 
届出の60日以上前の事前協議について、ただし書
きによる短縮規定の追記 
 
 
 

 

２ 変更点について 
 



3 改定の内容の詳細説明 
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【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 



3 改定の内容の詳細説明 
 

5 

【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 



6 

3 改定の内容の詳細説明 
 
【参考】届出対象規模の変更の経緯 

【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 
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3 改定の内容の詳細説明 
 

建築物の建築等：玉川上水地区 
 

延べ面積≧10㎡ 

玉川上水に面する敷地にお

いては、延べ面積≧10㎡、 

面しない敷地においては、

高さ≧10ｍ又は 

延べ面積≧500㎡ 

変更前 変更後 

1 

【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 
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玉川上水に 
面する敷地 

 

玉川上水に 
面しない 
敷地 

【凡例】 

【参考】  

『玉川上水に面する敷地』とは、玉川上水に直接、または道路・公園等を挟んで

隣接する敷地をいう 

地区堺 
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玉川上水に 
面する敷地 

玉川上水に 
面しない敷地 

玉川上水に直接、または道路・公園等
を挟んで隣接する敷地 

玉川上水地区に 
該当する敷地 

上記以外の敷地 敷地が玉川上水
の水路の中心か
ら100ｍの範囲
に一部でもかか
る敷地 

届
出
対
象 

届
出
対
象 

延べ面積 
≧10㎡ 

高さ≧10ｍ 
又は 

延べ面積 
≧500㎡ 

小規模建物 

中規模建物 

中規模建物 

【参考】 玉川上水地区において変更案を適用した場合の届出対象の整理 
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3 改定の内容の詳細説明 
 

工作物の建設等（Ⅲ：擁壁）：全ての地域・地区 

高さ≧5ｍ 高さ≧2ｍ 

変更前 変更後 

2 

【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 
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3 改定の内容の詳細説明 
 

開発行為：景観形成地区 

開発区域の面積≧500㎡ 
開発区域の面積
≧3,000㎡ 

変更前 変更後 

３ 

【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 
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変更前 
＜一般地域＞ 
開発区域の面積≧500㎡ 
 
＜景観形成地区＞ 
開発区域の面積≧500㎡ 

変更後 
＜一般地域＞ 
開発区域の面積≧3,000㎡ 
 
＜景観形成地区＞ 
開発区域の面積≧500㎡ 

3 改定の内容の詳細説明 
 
【変更点１】一般地域・景観形成地区の届出の対象となる行為の規模の見直し 

◆ 前回H27年10月の改定 

  

変更前 
＜一般地域＞ 
開発区域の面積≧3,000㎡ 
 
＜景観形成地区＞ 
開発区域の面積≧500㎡ 

変更後 
＜一般地域＞ 
開発区域の面積≧3,000㎡ 
 
＜景観形成地区＞ 
開発区域の面積≧3,000㎡ 
  

◆ 今回の改定 

 擁壁と開発行為の関係性についての補足   
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3 改定の内容の詳細説明 
 
『立川市景観計画 P26』 
（４）大規模建築物等にかかる事前協議 
大規模建築物等については、市民や事業
者の理解を深め、良好な景観を形成する
ためのしくみとして、事前協議を位置づ
けます。また、市長が必要と認めた場合、
景観審議会や景観アドバイザーにより、
専門的な意見を伺います。 
事前協議は、景観計画に基づく良好な景
観が形成されるよう複数回行い、協議終
了後、その結果を届出ることとします。 
事前協議は、行為の届出の60日以上前ま
でに事前協議書の提出により開始するこ
ととします。（※）事前協議制度が整う
ことにより、行為の届出の手続きが円滑
にすすむことが期待されます。 

変更前 変更後 

【変更点２】届出60日以上前の事前協議について、ただし書きによる短縮規定の追記 

『立川市景観計画 P26』 
（４）大規模建築物等にかかる事前協議 
大規模建築物等については、市民や事業者
の理解を深め、良好な景観を形成するため
のしくみとして、事前協議を位置づけます。
また、市長が必要と認めた場合、景観審議
会や景観アドバイザーにより、専門的な意
見を伺います。 
事前協議は、景観計画に基づく良好な景観
が形成されるよう複数回行い、協議終了後、
その結果を届出ることとします。 
事前協議は、行為の届出の60日以上前まで
に事前協議書の提出により開始することと
します。ただし、事前協議が届出を行う日
の60日前よりも早く整った場合には、期間
を短縮して届出を行うことができることと
します。（※）事前協議制度が整うことに
より、行為の届出の手続きが円滑にすすむ
ことが期待されます。 



4 スケジュール 
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本日 


